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令和２年度  共同募金実施要領 

～ つながりをたやさない社会づくり ～ 
 

社会福祉法人神奈川県共同募金会 
 

共同募金運動は、昭和 22 年、誰もが豊かではない戦後の混乱期に、お互いの支え合いの精神の

もとに「国民たすけあい運動」の一環として開始されました。 

募金の使いみちも、時代の変化とともに、その時々の社会情勢の中で必要とされるさまざまな福

祉活動へ配分の重点を置き、近年は国内で多発する大規模災害時の被災者支援活動も主要な配分事

業のひとつとして、県内の地域福祉を推進してまいりました。 

令和 2 年、世界中に感染が広がった新型コロナウイルスの影響は、国内でも多くの人たちに支え

られている子ども食堂をはじめ、身体介護を必要とする高齢者や障がい児者の施設など、人を支えるす

べての福祉分野にもおよんでいます。さらに、感染拡大を防止するために県域を越えた人的支援が得ら

れず、被災地では地元の方々だけで地道な災害ボランティア活動が行われています。 

コロナ禍で人と人との接触する機会が減少したことにより、私たちは日々誰かとつながり、支え合っ

てきたことの大切さに改めて気づかされました。ことしの共同募金運動は「つながりをたやさない社会

づくり」を全国共通テーマに掲げて、コロナ禍での支援事業や災害支援事業とともに、県内の地域福祉

を推進してまいります。 

 

Ⅰ 共同募金の役割 

１．総合的な募金運動 

共同募金とは、地域福祉事業を推進する施設・団体が、それぞれ 募金活動を行うことによ

って生じる混乱を避けるため、共同募金会が総合的に行う寄付金募集です。 

２．たすけあいの心の普及 

共同募金は、住民一人ひとりの“たすけあいの心”を育み、地域で行うさまざまな福祉活動

を通じて、福祉文化の創造につながることを願って展開します。 

３．民間運動体としての事業展開 

民間運動体としての役割を明確にして、事業の公平性・公益性を保つために法令を遵守する

とともに、民間資金としての特質である「先駆性」「柔軟性と即応性」「多様性」を十分に発揮

して事業を展開します。 

４．全国協調と地域性 

共同募金運動は、全国一斉に協調して行われますが、実施の区域は都道府県とし、地域福祉

を構成する県民との協働により実施します。 

５．ボランティア活動 

共同募金は、ボランティアの組織的な活動による協力を得て推進します。 

６．公 表 

寄付者の信託に基づいて寄付金の公正な管理・配分を、県民の理解と支持を得るために募金

及び配分の計画を公表し、共同募金の透明性を確保します。 

Ⅱ 実施主体 

  共同募金は、社会福祉法人神奈川県共同募金会と県内５８支会(１９市２５区１４町村)で実施

します。 

Ⅲ 募金期間 

  共同募金運動は、社会福祉法第１１２条の規定に基づき、厚生労働大臣が定める期間である令

和２年１０月１日（木）から３月３１日（水）までの６カ月間を募金期間とします。 
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  例年、市区町村を単位として実施する募金期間は１２月末までとして、１月から３月までの３

カ月間は県募金会が中心となって企業との協働事業を推進してまいりました。 

令和２年度は、新型コロナウイルス感染症の社会的な影響を踏まえて、市区町村を単位として

実施する共同募金運動は、例年の募金期間である１０月１日から１２月３１日までの３カ月間に

加えて、翌年３月３１日までの６カ月間を募金期間として実施いたします。 

なお、寄付金は、年間を通じて受け入れを行います。 

Ⅳ 令和２年度共同募金計画 

  共同募金は、社会福祉法第１１９条の規定により、民間社会福祉施設・団体が地域福祉を推進

するために必要とする資金量をあらかじめ把握して、募金目標額と配分計画を定めて組織的に行

う「計画募金」です。 
  令和２年度は、配分計画及び目標額を次のとおり定めて、募金・配分事業を展開します。 

 ◆ 令和２年度募金目標額（配分計画額）   １２億７００万円  

    

◆ 赤い羽根募金（一般募金） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８億２,１０１万円 

１． 市区町村社会福祉協議会が行う地域福祉活動 ・・・・・・・・・・・・・ ３億１,５９９万円 

２． 民間社会福祉施設が行う福祉活動 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２億２,３５０万円 

３． 広域的な福祉活動を行う民間団体の事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５,１８０万円 

４． 小地域で活動する在宅福祉サービス団体の事業 ・・・・・・・・・・・ ４,０００万円 

５． 全国共通配分テーマ等に則した重点配分事業 ・・・・・・・・・・・・・ ５００万円 

６． 国内大規模災害時に緊急に対応する資金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３,６２１万円 

７． コロナ禍における緊急支援事業および災害対応事業 ・・・・・・・ ６００万円 

８． 全国的な共同募金の展開にあたる中央共同募金会の事業 ・・・ ３５１.４万円 

９． 県共同募金会が行う事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８,０１７.６万円 

１０． 市区町村支会が行う事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５,８８２万円 
   

◆ 年末たすけあい募金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３億８,５９９万円 

  市区町村社会福祉協議会が当該地域を単位として、援助を必要とする人たちの生活や地域福祉

を支えるボランティア団体などの活動を支援するための資金。 

Ⅴ 募金活動の展開 

  募金活動は、前記「Ⅲ 募金期間」に定める期間内に募金ボランティア活動を通じて、ご協力

が得られるように次の方法により展開します。 

  また、「赤い羽根募金」と「年末たすけあい募金」を同時に募集する場合は、各募金の趣旨を明

確にして寄付者の誤解を招かないように実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．戸別募金 

募金活動の実施は、新型コロナウイルスの感染防止に向けたガイドラインに則り、行います 

令和２年度共同募金運動は、寄付者である県民の皆さまはもとより、募金ボランティアの

方々や共同募金関係者等の感染を防止するため、安心と信頼を担保しながら実施することが

求められています。 

中央共同募金会では、募金活動を実施するにあたっての衛生配慮に係る基本的な考え方と

して、｢募金活動実施にあたっての衛生配慮に係るガイドライン｣(以下｢ガイドライン｣)を策定しまし

た。ガイドラインでは、健康管理の徹底、手洗い・手指の消毒、マスクの着用、対人距離の

確保、衛生管理といった基本的事項に沿って、戸別募金・街頭募金・法人募金などの募金方

法別に想定される活動状況の事例を掲載しています。 

コロナ禍において、共同募金運動にご参加いただける募金ボランティアの方々や共同募金

関係者におかれましては、ガイドラインに則り募金活動を実施していただくよう、ご配慮を
お願い申しあげます。 
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   自治会・町内会や民生委員などの協力を得て、共同募金の趣旨・目標額・配分計画などを

説明し、住民の自発的な協力によって寄付金が拠出されるように各家庭にお願いする募金で

す。なお、寄付者の判断の目安として、おおよその寄付金額を示すことは差し支えありませ

んが、強制感を伴わないよう十分な配慮をお願いします。 

  （１）戸別訪問により募金活動を行う場合は、適宜、手指の消毒を行い、可能であれば屋内には

入らず、玄関先等でコミュニケーションをとるようにお願いします。屋内に入る場合は必要

最低限の入室時間で退去するようにご配慮ください。 

（２）寄付金の収受は封筒で行うなど、手渡しはできるだけ控えてください。 

（３）寄付金を収受した時に発行する所定の領収書は、後刻ポストに投函するなど、手渡しは

できるだけ控えてください。 

（４）高額の寄付者については、所得税・住民税の「寄付金控除」となる“税制上の特典”が

あることを周知します。 

（５）自治会・町内会費などから一括して寄付をいただく場合は、事前に共同募金の趣旨を周知

して、寄付者の理解を得られるように努めます。 

また、広報紙を各家庭に配布して、広報・啓発活動を推進します。 

  （６）自治会・町内会などに未加入の新興マンション住民に対して、管理組合等の協力を得な

がら、募金活動や具体的な使途の周知を図り、事業を展開していきます。 

２．街頭募金 

   ボランティアの協力を得て、鉄道各社の駅構内及び駅周辺やスーパー・商店街などの敷地内

で、通行する皆さまにお願いする募金です。 

（１）１カ所に寄付者やボランティアの皆さまが密集しないように対人距離を保つことのでき

る場所を選定し、常にフィジカルディスタンス(物理的距離)に配慮しながら活動されるよ

うお願いします。 

（２）対面状態で大きな声を発することは控えてください。そのために拡声器等や再生装置を

用いた呼びかけ手段を準備するなどご配慮ください。 

（３）掲示物（ラミネート、パネル等）やチラシボックスを設置するなど、趣旨を示しつつ協

力を呼び掛けるなどの配慮をお願いします。 

（４）寄付金の収受は募金箱により行い、手渡しはできるだけ控えてください。 

（５）赤い羽根の配布にあたっては、袋に小分けする、シートの本数を間引くなど、一枚の羽

根に複数の寄付者の手が触れることがないようにご配慮ください。 

(６) 募金箱を開閉する場合は、当該支会の責任者が立ち会って実施します。 

３．法人募金 

   県内の企業・法人などに対して、郵便や訪問によってお願いする募金です。 

  （１）法人募金は、個々の企業などに協力を呼びかけるとともに、経済関係の団体と連携を保

ちながら行うように努めます。 

  （２）本支店など法人の組織に関わらず、その事業所の所在する地域の福祉向上に参加される

ように理解を求めます。 

（３）拠出される寄付金が、法人税法上の全額損金扱いとなる“税制上の特典”を周知し、募

金の開拓に努めます。 

  （４）募金に際しては、事前に募集計画を立てて依頼先を決定し、ダイレクトメール方式を活

用するなどの方法により、寄付先の拡大に努めます。 

  （５）企業や量販店に対しては、社会福祉施設から受配申請のあったテレビ・冷蔵庫などの家

電商品等を寄付してもらえるように積極的な働きかけを実施します。 

４．学校募金 

   小・中学校、高等学校、大学、専門学校などに在籍する児童・生徒・学生や教職員にお願い

する募金です。 

  （１）学校募金は、児童・生徒の福祉教育の一環として、教育委員会・校長会・ＰＴＡ・職員

組合などの理解を得られるように努めます。 

  （２）募金は、児童・生徒の自主性に配慮した呼びかけによって行いますが、学校・子ども会

などに働きかけて、リーフレットやキャラクター仕様の募金箱等を活用することで関心を

高めます。 
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５．職域募金 

   県内の企業・法人、官公庁などの社員・職員に対してお願いする募金です。 

  （１）職域募金は、企業等で働く方がたを対象としますが、その幹部や労働組合などの理解を

得ながら実施します。 

  （２）募金方法は、キャラクターバッジ・クオカード等を活用し、ポスター掲示により広く周

知を促すなど、職場の環境に合わせて積極的な活動を促進します。 

６．イベント募金 

   県内に拠点を置くプロ・スポーツチームとの協働事業をはじめ、各地域で催される行事の際

に呼びかける募金です。 

  （１）基本は「２．街頭募金」と共通しますが、 各スポーツチームや地元自治体が示している

注意事項等を踏まえたうえで、参加人数、会場レイアウトや座席配置等にご配慮ください。 

（２）会場が屋内である場合は、定期的な換気のご配慮をお願いいたします。 

７．その他の募金 

   前記の区分に当てはまらない募金です。 

  （１）子ども会や老人会、ロータリークラブやライオンズクラブなどの企業・法人に該当しな

い団体からの寄付を受け入れます。 

  （２）個人からの寄付を受け入れます。（個人大口寄付金を含みます） 

  （３）企業との協働事業として実施する「共同募金仕様自動販売機」等を設置して、売り上げ

の一部を清涼飲料水メーカーから寄付金として受け入れます。 

  （４）金融機関に預け入れた寄付金の預金利息(年２回)は、寄付金として計上します。 

Ⅵ 配分事業の展開 

１．配分審査 

   令和２年度共同募金に対して、県内の民間社会福祉施設・団体から寄せられる申請要望は、

募金期間終了後、あらかじめ定められた配分計画及び「令和２年度共同募金配分基準」に基づ

き、公正かつ厳正な審査を行います。 

２．配分金による事業の実施 

   配分金は、年末たすけあい援護資金など、直ちに使用するものを除き、原則として配分決定

施設・団体の令和３年度事業費に充当します。 

   なお、「年末たすけあい募金」による配分事業は、別に定める「令和２年度年末たすけあい運

動実施要綱」に基づき実施します。 

３．配分金による事業の周知 

   配分金による事業は、神奈川新聞紙上及び全戸配布資料などを通じて公表するとともに、赤

い羽根データベース「はねっと」により、インターネット上で使途を公表します。 

また、配分が決定した社会福祉施設・団体からも積極的な広報が行われるよう導きます。 

Ⅶ 寄付金の取り扱い 

１．寄付金の管理 

  (１) 募金ボランティアは受け入れた寄付金を速やかに支会へ納入し、支会は収納した寄付金

を速やかに県募金会に送金します。 

  (２) 寄付金の取り扱いは厳正を期し、別に定める諸規程に基づいて適正に管理し、寄付者の

信託に応えます。 

２．共同募金運動経費 

   共同募金運動の実施に要する経費は、厚生労働省の指導(注)により、募金実績額の概ね１割

とし、適正に執行します。 

  (注)都道府県知事宛・昭和４２年９月１９日付社庶第３４０号厚生省社会局長通知 

Ⅷ 個人情報の取り扱い 

  共同募金を実施する上で取得した個人情報は、｢個人情報の保護に関する法律｣(平成１５年５

月３０日法律第５７号)及び神奈川県共同募金会｢個人情報保護規程｣(平成１７年６月１日施行)

に基づき適正に管理いたします。 


